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不適切な特定整備等に関する行政処分につきまして（続報） 

 

 

 

弊社事業場における不適切な特定整備等（車検整備や完成検査を含みます。）につきまして、

お客様をはじめお取引先様等関係者の皆様に多大なご迷惑とご不便をおかけしております

ことを、深くお詫び申し上げます。 

 

本年 10 月 13 日付リリース「不適切な特定整備等に関する行政処分につきまして」でも公

表いたしました通り、全国に所在する弊社事業場のうち、特に鈑金工場を併設する 34 事業

場につきまして、本日、各地方運輸局より、道路運送車両法に基づく行政処分を申し渡され

ましたので、ご報告申し上げます。 

 

行政処分は、大要以下のとおりであり、詳細につきましては別紙をご参照ください。 

 

【処分内容】 

指定自動車整備事業：12 事業場での取消、11 事業場での停止 

自動車特定整備事業：33 事業場での停止 

 

【今後の対応】 

対応に不備のあったお客様に対しては無料で再整備・点検を実施させていただきます。対象

のお客様には順次弊社より個別にご連絡を差し上げますので、ご迷惑をおかけし申し訳ご

ざいませんが、ご対応のお手間を頂戴したく存じます。また、本日時点で既に弊社より個別

にご連絡を差し上げ、ご対応いただきましたお客様におかれましては、厚く御礼申し上げま

す。 

 

また、当該 34 事業場で車検・整備をご予約いただいておりますお客様に関しても、順次今

後のご対応をご連絡しております。当該 34 事業場におきましては、行政処分期間中も弊社

近隣店舗又は外部協力業者での対応により、可能な限り、車検・整備のご用命を承りますが、

対応に通常よりも長い日数をいただくなどお客様にご不便をお掛けする可能性がございま



す。この点、重ねてお詫び申し上げます。 

 

弊社としましては、このたびの行政処分を真摯に受け止め、お客様の信頼回復に向けて全社

を挙げて尽力して参ります。 

 

以上 

 

 

 

 

（別紙：事業場別行政処分内容） 

 

 

 


